
●ビキニ被災船員の健康不安に対する相談会

と、専門医・研究者を招いての県主催の学習

会が、３月１６日、室戸市で開催されること

となりました。（右チラシ参照） 

これは、

昨年９月議

会の予算委

員会で、私、

吉良が取り上げ、県

の新たな対応を求め

ていたものです。 

太平洋被災支援セ

ンターの山下正寿さ

ん達の粘り強い調査

活動によって被災後

60 年の昨年、今まで

「無い」と言われていたビキニ水爆実験によ

る被災船の文書の存在を、厚労省が認めまし

た。その新たな事態をとらえ、本県の被爆者

への支援・対応を県として急ぎ行うよう知事

に求めていたことが今回の相談会と講演会の

実現の運びとなったものです。 

●被災船員は高齢になっています。お亡くな

りになった船員の皆さんのご遺族への聞き取

りや、船員保険の適用を念頭に医療費や生活

相談の窓口も設けられる予定です。講演に一

般の方の参加 

も呼びかけら 

れています。 

吉良富彦事務所 855-9439愛宕商店街 

議会控室       823-9524 県議会内 
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法律相談 無料

●２月 26日(金) 

午後６時～８時 

●山本尚吾弁護士(高知法律事務所) 

●場所  愛宕商店街 

吉良富彦事務所 

      電話855―9439 

※人数の関係で対応しかねる場

合があります。事前にお問い合わ

せくださると確かです。 


